
本プログラムでは神戸での就職・転職・再就職を希望する求職者を神戸市内で求人をし

ている中小企業が受け⼊れ、短期間の職場体験や見学等を実施し相互理解を深めます。

実際の職場や業務を体験もしくは見学することで、適性や特徴などを相互に深く理解を

した上で採用可否を判断したり、採用後の育成方法を検討できることから、ミスマッチの

ない人材確保を実現することができます。

人材不足の解消に

ミスマッチのない
人材の確保に

実施期間 〜2022年3月

申込要件
※申込日時点におい
て次の全ての要件を
満たしていることが

必要です。

①事業所の所在地が神⼾市内にあり、当該事業所で正社
員を前提として採用する計画があること。
②市税の未納・未申告がないこと。
③過去１年以内に厚生労働省により労働基準関係法令違
反に係る公表事案として公表されたことがないこと。
④暴力団関係事業主、風俗営業等関係事業主、及び宗教
活動・政治活動関係事業主でないこと。
⑤当事業の事業効果を報告いただけること。（選考状
況・採用可否・アンケートへの回答等）

費用
無料
※求職者の紹介〜職場体験・⾒学の受⼊〜採用まで費用は⼀切かかり
ません。

対象求職者 神⼾市内での就業希望者（学生を除く）

期間 1〜3日間（1日あたり2時間以上6時間未満）

職場体験・
見学内容

職場環境や募集する職業の理解を深めることができる
プログラム（事業・仕事内容の説明や職場⾒学、業務
体験、求職者と現役社員との交流会等）
※企業様にて実施可能な範囲で職場体験もしくは⾒学を実施いた
だけます。

実施場所 採用後の就業場所となる神⼾市内の事業所

申込み
方法

ホームページ、または裏⾯の申込書に記⼊し運営事務局あてにメールまたはＦＡＸでお送りください。

URL：https://sites.google.com/view/kobe-otameshi/program/comapany
FAX：06-6346-6838 E-mail：kobecity-tensyoku@gakujo.ne.jp

神⼾市「転職・再就職等⽀援事業」運営事務局 株式会社学情（担当：川上、宮川、中川）
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-10 TEL：06-6346-6303 FAX:06-6346-6838 E-mail：kobecity-tensyoku@gakujo.ne.jp

運営
お問合せ

主催 神戸市

その他の条件はホームページでご確認ください。
お申込は受け⼊れ及び採用を保証するものではございません。ご了承ください。

ウェブフォームまたは本申込書
でお申込ください。
申込要件を満たす企業様に求人
情報のご登録フォームをお送り
します。

お申込
求⼈、職場体験・⾒学募集

情報のご登録
職場体験・⾒学プログラムの説
明会・セミナー参加者等に貴社
の募集情報をご紹介します。
希望者が現れましたらご紹介し
ますので職場体験の日程調整を
お願いします。

希望者の募集・
ご紹介

1〜3日間（1日あたり2時間以上
6時間未満）の職場体験や⾒学
を通じて相互理解をはかります。
※事前提出いただいたカリキュラム
に沿って求職者の受け⼊れをお願い
します。

職場体験・⾒学

職場体験・⾒学終了後１０日以
内に採用の可否もしくは選考状
況を運営事務局までご報告くだ
さい。
※神⼾市内の事業所での採用に限り
ます。

選考・採用

神⼾市「転職・再就職等⽀援事業」

神⼾で働きたい⼈材を無料でご紹介

共催



神戸市「転職・再就職等支援事業」

神⼾で働こう︕おためし職場体験・⾒学プログラム 受入れ企業 お申込書

送付先 FAX：06-6346-6838 E-mail：kobecity-tensyoku@gakujo.ne.jp

参 加 申 込 書
■貴社について

フリガナ

企業名

ご住所
〒 -

ご担当者

部署 役職

フリガナ

お名前

ご連絡先
電話 FAX

E-mail

業種
(事業内容）

資本金 従業員数

Ｈ Ｐ

■【プログラム申込】求人内容及び職場体験・見学の内容について（未定の箇所は「未定」とご記入ください）

事業所名

実施場所
（神⼾市内の事業所に限る）

〒 -

募集職種
募集を予定している職種を全てご記⼊ください。

募集条件
（対象等）

神⼾市「転職・再就職等⽀援事業」運営事務局 株式会社学情（担当：川上、宮川、中川）
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-10 TEL：06-6346-6303 FAX:06-6346-6838 E-mail：kobecity-tensyoku@gakujo.ne.jp

運営
お問合せ

主催 神戸市 共催

①事業所の所在地が神⼾市内にあり、当該事業所で正社員を前提として採用する計画があること。
②市税の未納・未申告がないこと。
③過去１年以内に厚生労働省により労働基準関係法令違反に係る公表事案として公表されたことがないこと。
④暴力団関係事業主、風俗営業等関係事業主、及び宗教活動・政治活動関係事業主でないこと。
⑤当事業の事業効果を報告いただけること。（選考状況・採用可否・アンケートへの回答等）

お申込みに際しての
注意事項
申込日時点において右記の
全ての要件を満たしている
ことが必要です。


